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特集 まちづくりの
道しるべ

長期総合計画と行財政改革の関係

第
４
次
和
歌
山
市
長
期
総
合
計
画
の
推
進
を
サ
ポ
ー
ト

行
財
政
改
革
大
綱
と

実
施
計
画
を
策
定
し
ま
し
た

　

本
市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
得
な
が
ら
継

続
し
て
行
財
政
改
革
を
推
進
し
、

様
々
な
取
組
を
行
っ
て
き
ま
し

た
。

　

行
財
政
改
革
と
は
、
限
ら
れ
た

経
営
資
源
を
最
大
限
に
活
用
し
、

効
率
的
で
効
果
的
に
事
業
を
進

め
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
め

ざ
す
取
組
で
す
。
ま
た
、
事
務
事

業
の
点
検
な
ど
も
行
い
、
さ
ら
に

質
の
よ
い
事
業
に
す
る
た
め
の
取

組
で
も
あ
り
ま
す
。

　

今
回
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る

最
上
位
計
画
で
あ
る
「
第
４
次
和

歌
山
市
長
期
総
合
計
画
・
後
期
基

本
計
画
」
を
策
定
す
る
に
あ
た

り
、
そ
の
推
進
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

た
め
、
平
成
26
年
度
か
ら
平
成
29

年
度
を
取
組
期
間
と
す
る
「
行
財

政
改
革
大
綱
」
と
「
行
財
政
改
革

実
施
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

１ 

ご
み
減
量
の
推
進

　

事
業
系
ご
み
の
う
ち
、
自
己
搬
入
す
る
も
の

に
は
、
資
源
化
可
能
物
や
市
外
の
ご
み
な
ど
、

不
適
正
な
ご
み
が
混
入
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
受
け
入
れ
段
階
で
の
管
理
を
強
化

し
ま
す
。
ま
た
、
ご
み
減
量
推
進
員
制
度
の
導

入
に
よ
り
、
ご
み
減
量
の
普
及
啓
発
や
情
報
提

供
等
を
行
い
、
ご
み
の
減
量
と
資
源
化
を
推
進

し
ま
す
。

２ 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
推
進

　

良
質
な
幼
児
教
育
・
保
育
の
提
供
と
、
保
育

の
量
的
拡
大
・
確
保
を
め
ざ
し
、
人
口
推
計
や

地
域
特
性
を
と
ら
え
、
最
も
効
率
的
な
エ
リ
ア

を
設
定
し
、
和
歌
山
市
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど

も
園
の
適
正
な
規
模
・
配
置
を
推
進
し
ま
す
。

３ 

民
間
活
力
の
導
入
推
進

　

公
共
施
設
の
整
備
等
に
係
る
コ
ス
ト
の
縮
減

や
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る
た
め
、
公
民

連
携
（
Ｐ
Ｐ
Ｐ
）
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

策
定
す
る
な
ど
、
民
間
活
力
の
導
入
を
推
進
し

ま
す
。

４ 

市
有
施
設
な
ど
都
市
基
盤
の
老
朽

　

 

化
対
策

　

老
朽
化
施
設
や
都
市
基
盤
の
対
策
費
用
は
今

後
増
大
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
現
在
の
施
設

等
を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
な
状
況

で
す
。
市
の
取
組
姿
勢
を
明
確
化
し
、
経
営
と

い
う
目
線
で
今
後
の
あ
り
方
を
検
討
し
ま
す
。

５ 

市
営
住
宅
の
再
編

　

市
営
住
宅
長
寿
命
化
計
画
に
基
づ
き
、
老
朽

化
が
著
し
く
耐
震
性
に
問
題
の
あ
る
市
営
住
宅

に
つ
い
て
、
再
編
を
行
い
、
入
居
者
の
安
心
・

安
全
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
管
理
の
適
正
化

を
図
り
ま
す
。

６ 

定
員
管
理
の
適
正
化

　

平
成
27
年
度
ま
で
職
員
３
０
０
０
人
体
制
を

維
持
し
、
そ
の
後
、
平
成
29
年
４
月
１
日
時
点

で
の
職
員
数
を
２
９
０
０
人
と
す
る
こ
と
を
目

標
に
、
１
０
０
人
の
人
員
削
減
に
取
り
組
み
、

定
員
の
適
正
化
に
努
め
ま
す
。

７ 

特
別
会
計
等
の
健
全
化

　

土
地
造
成
事
業
を
始
め
と
し
て
、
特
別
会
計

全
体
で
は
依
然
と
し
て
多
額
の
累
積
赤
字
を
抱

え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
特
別
会
計
の

健
全
化
に
取
り
組
み
ま
す
。
ま
た
、
水
道
事
業

に
お
い
て
は
、
引
き
続
き
有
収
率
の
向
上
対
策

を
推
進
し
ま
す
。

８ 

財
源
の
確
保
・
創
出

　

事
務
の
効
率
化
・
重
点
化
に
よ
る
歳
出
の
抑

制
、
市
税
等
の
徴
収
強
化
な
ど
に
よ
る
歳
入
の

確
保
、
太
陽
光
発
電
事
業
な
ど
市
有
財
産
を
活

用
し
た
歳
入
の
創
出
に
取
り
組
み
、
引
き
続
き

財
源
の
確
保
・
創
出
に
努
め
ま
す
。

９ 

未
利
用
財
産
の
活
用
・
処
分

　

未
利
用
の
公
有
財
産
（
土
地
開
発
公
社
か
ら

引
き
継
い
だ
未
利
用
地
を
含
む
。）
の
活
用
と

処
分
に
関
す
る
基
準
を
作
成
し
、
未
利
用
公
有

財
産
の
有
効
活
用
や
処
分
を
推
進
し
ま
す
。

10 

外
郭
団
体
の
経
営
健
全
化

　

外
郭
団
体
へ
の
市
の
関
与
の
あ
り
方
を
検
討

す
る
と
と
も
に
、
各
団
体
の
自
主
的
・
自
律
的

な
経
営
体
制
を
確
立
す
る
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
を

行
い
、
自
立
を
促
進
し
ま
す
。

重
点
項
目
を
積
極
果
敢
に

目
標
は

財
政
効
果
額

36
億
円

　

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
・
向
上
の
た
め
、
計

画
期
間
で
あ
る
平
成
26
年
度
か
ら
平
成
29
年
度

の
４
年
間
で
、
約
36
億
円
の
財
政
効
果
額
を
目

標
に
取
組
を
推
進
し
ま
す
。

行財政改革実施計画に定められた 87 の
取組項目のうち、次の 10項目については、
特に推進すべき項目として重点的に取り
組みます。

行財政改革
重点項目

行財政改革

長期総合計画

具体的な取組計画

推進をサポート

海、山、川、まち
みんなで磨く
元気わかやま市

将来都市像

行財政改革大綱・実施計画についてのお問い合わせは ･･･ 行政経営課 ☎ 435-1151

推 進 員 に は
バッジ、腕章、
啓発グッズな
どを授与。

　市民参画と市民協働の推進

　効率的な行政運営の推進
　　❶市民サービスの維持・向上
　　❷事務事業の効率化
　　❸情報通信技術の活用
　　❹市有財産の適切な管理活用

　行政体制の強化と人材育成の推進
　　❶組織体制の強化
　　❷定員管理の適正化
　　❸職員の意識改革

　安定した財政構造の構築
　　❶特別会計等の健全化
　　❷財源の確保・創出
　　❸外郭団体の経営健全化

　広域行政と地方分権の推進

  行財政改革大綱
長期総合計画の着実な推進をサポートする
ため「行政運営の基本方針」を定め、その

内容を５つの柱に整理したものです。

そのうち10項目を
重点項目としました

   行財政改革
　 実施計画

大綱に示した「行政運営の
基本方針」に基づいて行政
が行う様々な取組を定めた
もので、87 の取組項目が
あります。


